
令和５年度墨田区議会定例会１１月議会提出予定案件 

 

〈予算〉 

 １ 令和５年度墨田区一般会計補正予算 

 

〈条例〉  

 １ 墨田区基本構想の策定等に関する条例 

 ２ 職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例 

 ３ 墨田区国民健康保険条例の一部を改正する条例 

 ４ 墨田区営運動場条例の一部を改正する条例 

 

〈契約〉 

 １ 大横川親水公園未整備区域及びさざんか児童遊園整備工事請負契約 

 ２ 新䭜橋撤去道路築造工事（その２）請負契約 

 

〈その他〉 

 １ 特別区道路線の認定について 

 ２ 地域集会所の指定管理者の指定について 

 ３ すみだ生涯学習センターの指定管理者の指定について 

 ４ 両国屋内プールの指定管理者の指定について 

 ５ 墨田区総合運動場の指定管理者の指定について 

 ６ スポーツプラザ梅若の指定管理者の指定について 

 ７ すみだスポーツ健康センターの指定管理者の指定について 

 ８ すみだ産業会館の指定管理者の指定について 

 ９ 墨田区水神保育園の指定管理者の指定について 

 10 八広児童館の指定管理者の指定について 

 11 中川児童館の指定管理者の指定について 

 12 両国子育てひろばの指定管理者の指定について 

 13 建物の無償譲渡について 

 14 定期借地権の設定について 
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令和５年度墨田区議会定例会１１月議会提出予定案件概要 

 

〈条例〉 

 １ 墨田区基本構想の策定等に関する条例 

  ⑴ 制定理由 

    将来における区のあるべき姿及び進むべき方向について、基本的な指針とな

る墨田区基本構想の策定等に関し、必要な事項を定める。 

  ⑵ 内容及び施行期日 

    別紙のとおり     

 

 ２ 職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例 

  ⑴ 改正理由及び内容 

    困難な問題を抱える女性への支援に関する法律の制定（4.5.25 公布、6.4.1

一部施行）により、売春防止法に基づく女性の保護更生を当該法律に基づく女

性への支援に移行することに伴い、所要の規定整備をする。 

  ⑵ 施行期日 

    令和６年４月１日 

 

 ３ 墨田区国民健康保険条例の一部を改正する条例 

  ⑴ 改正理由及び内容 

    国民健康保険法の一部改正（5.5.19 公布、6.1.1 一部施行）及び国民健康保

険法施行令の一部改正（5.7.20 公布、6.1.1 施行）により、出産をする被保険

者に係る産前産後期間相当分の保険料を減額する制度が創設されることに伴い、

所要の改正をする。 

  ⑵ 施行期日 

    令和６年１月１日 

 

 ４ 墨田区営運動場条例の一部を改正する条例 

  ⑴ 改正理由及び内容 

    あずま百樹園の再整備に伴い、文花テニス・コートを廃止するほか、所要の

規定整備をする。 

  ⑵ 施行期日 

    令和６年２月１日。ただし、規定整備に係る改正については公布の日 

     

〈契約〉 

 １ 大横川親水公園未整備区域及びさざんか児童遊園整備工事請負契約 

  ⑴ 位    置 墨田区緑四丁目地先 

  ⑵ 契約の方法 一般競争入札 

  ⑶ 契 約 金 額 １億６，１３７万円 
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           （予定価格１億６，３１９万７，１００円） 

  ⑷ 契約の相手方 株式会社柳島寿々喜園 

  ⑸ 工    期 契約締結の日の翌日から令和７年３月１０日まで 

  ⑹ 支出科目等 令和５年度 墨田区一般会計 土木費 公園費 公園等新設 

          改良費 工事請負費 

           令和６年度 債務負担行為 

 

 ２ 新䭜橋撤去道路築造工事（その２）請負契約 

  ⑴ 位    置 墨田区江東橋五丁目１１番先から江東橋一丁目２番先まで 

  ⑵ 契約の方法 一般競争入札 

  ⑶ 契 約 金 額 １億７，８２０万円 

           （予定価格１億７，９９９万４，１００円） 

  ⑷ 契約の相手方 坂田建設株式会社 

  ⑸ 工    期 契約締結の日の翌日から令和７年２月２４日まで 

  ⑹ 支出科目等 令和５年度 墨田区一般会計 土木費 道路橋梁費 道路新

設改良費 工事請負費 

           令和６年度 債務負担行為 

 

〈その他〉 

 １ 特別区道路線の認定について 

  ⑴ 位 置 墨田区文花一丁目３３番～墨田区文花一丁目１９番 

  ⑵ 延長等 延長    ３０．６３ｍ 

        幅員     ６．００ｍ 

        面積   １８２．２０㎡ 

   ※ あずま百樹園の再整備に伴い拡幅整備する通路を適切に管理するため、特

別区道として認定する。 

 

 ２ 地域集会所の指定管理者の指定について 

   地方自治法第２４４条の２第３項の規定により、墨田区地域集会所設置条例及

び墨田区立公園条例で設置している地域集会所の指定管理者を次のとおり指定す

る。 

  ⑴ 施設の名称 立川集会所外１８施設 

  ⑵ 指定管理者 一般財団法人墨田まちづくり公社 

  ⑶ 指 定 期 間 令和６年４月１日から令和９年３月３１日まで 

 

 ３ すみだ生涯学習センターの指定管理者の指定について 

   地方自治法第２４４条の２第３項の規定により、すみだ生涯学習センターの指

定管理者を次のとおり指定する。 

  ⑴ 施設の名称 すみだ生涯学習センター 
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  ⑵ 指定管理者 ＪＮすみだ共同事業体 

  ⑶ 指 定 期 間 令和６年４月１日から令和１１年３月３１日まで 

 

 ４ 両国屋内プールの指定管理者の指定について 

   地方自治法第２４４条の２第３項の規定により、両国屋内プールの指定管理者

を次のとおり指定する。 

  ⑴ 施設の名称 両国屋内プール 

  ⑵ 指定管理者 すみだスポーツ振興まちづくりパートナーズ 

  ⑶ 指 定 期 間 令和６年４月１日から令和１１年３月３１日まで 

 

 ５ 墨田区総合運動場の指定管理者の指定について  

   地方自治法第２４４条の２第３項の規定により、墨田区総合運動場の指定管理

者を次のとおり指定する。 

  ⑴ 施設の名称 墨田区総合運動場 

  ⑵ 指定管理者 すみだＦＴパートナーズ 

  ⑶ 指 定 期 間 令和６年４月１日から令和１１年３月３１日まで 

 

 ６ スポーツプラザ梅若の指定管理者の指定について 

   地方自治法第２４４条の２第３項の規定により、スポーツプラザ梅若の指定管

理者を次のとおり指定する。 

  ⑴ 施設の名称 スポーツプラザ梅若 

  ⑵ 指定管理者 すみだスポーツ振興まちづくりパートナーズ 

  ⑶ 指 定 期 間 令和６年４月１日から令和１１年３月３１日まで 

 

 ７ すみだスポーツ健康センターの指定管理者の指定について 

   地方自治法第２４４条の２第３項の規定により、すみだスポーツ健康センター

の指定管理者を次のとおり指定する。 

  ⑴ 施設の名称 すみだスポーツ健康センター 

  ⑵ 指定管理者 住友不動産エスフォルタ・住友不動産建物サービス・アズビル

共同企業体 

  ⑶ 指 定 期 間 令和６年４月１日から令和１１年３月３１日まで 

 

 ８ すみだ産業会館の指定管理者の指定について 

   地方自治法第２４４条の２第３項の規定により、すみだ産業会館の指定管理者

を次のとおり指定する。 

  ⑴ 施設の名称 すみだ産業会館 

  ⑵ 指定管理者 株式会社丸井 

  ⑶ 指 定 期 間 令和６年４月１日から令和１１年３月３１日まで 
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 ９ 墨田区水神保育園の指定管理者の指定について 

   地方自治法第２４４条の２第３項の規定により、墨田区水神保育園の指定管理

者を次のとおり指定する。 

  ⑴ 施設の名称 墨田区水神保育園 

  ⑵ 指定管理者 社会福祉法人宝樹会 

  ⑶ 指 定 期 間 令和７年４月１日から令和１２年３月３１日まで 

 

 10 八広児童館の指定管理者の指定について 

   地方自治法第２４４条の２第３項の規定により、八広児童館の指定管理者を次

のとおり指定する。 

  ⑴ 施設の名称 八広児童館 

  ⑵ 指定管理者 小学館集英社プロダクション・理究キッズ共同事業体 

  ⑶ 指 定 期 間 令和６年４月１日から令和１１年３月３１日まで 

 

 11 中川児童館の指定管理者の指定について 

   地方自治法第２４４条の２第３項の規定により、中川児童館の指定管理者を次

のとおり指定する。 

  ⑴ 施設の名称 中川児童館 

  ⑵ 指定管理者 社会福祉法人厚生館 

  ⑶ 指 定 期 間 令和６年４月１日から令和１１年３月３１日まで 

 

 12 両国子育てひろばの指定管理者の指定について 

   両国子育てひろばの現指定管理者であるライフサポート株式会社が、令和６年

４月１日付けでミアヘルサ株式会社に吸収合併されることに伴い、地方自治法第

２４４条の２第３項の規定により、当該子育てひろばの指定管理者を次のとおり

指定する。 

  ⑴ 施設の名称 両国子育てひろば 

  ⑵ 指定管理者 ミアヘルサ株式会社 

  ⑶ 指 定 期 間 令和６年４月１日から令和８年３月３１日まで 

 

 13 建物の無償譲渡について 

   墨田区あおやぎ保育園に公私連携制度を導入することに伴い、公募により選定

した公私連携保育法人に対し、児童福祉法第５６条の８第４項の規定により、当

該保育園の建物を無償譲渡する。 

  ⑴ 譲 渡 建 物 

    所在 墨田区東向島四丁目３７番１７号 

    構造 鉄骨造 地上２階 

    面積 ９９８．５１㎡ 

  ⑵ 譲 渡 条 件 譲渡建物は、公私連携型保育所又は認可保育所として使用す
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るものとする。 

  ⑶ 譲渡の相手方 社会福祉法人厚生館 

 

 14 定期借地権の設定について 

   墨田区の医療福祉の向上並びに地域の包括的な支援及びサービス提供体制の構

築を目的に、病院事業及び特別養護老人ホーム事業並びにそれらに付帯する事業

の用に供する建物の整備及び運営を行う法人に旧立花中学校の土地を貸し付ける。 

  ⑴ 貸 付 土 地 

    所在 墨田区立花四丁目１６１番１６（地番） 

    地目 宅地 

    地積 ８，９４７．３７㎡ 

  ⑵ 貸 付 方 法 一般定期借地権設定契約 

⑶ 貸 付 期 間 令和６年１月１日から令和５５年１２月３１日まで（５０年

間） 

⑷ 契約の相手方 社会福祉法人賛育会 
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【別紙】 

墨田区基本構想の策定等に関する条例概要 

 

１ 制定理由 

  将来における区のあるべき姿及び進むべき方向について、基本的な指針となる墨田区基

本構想（以下「基本構想」という。）の策定等に関し、必要な事項を定める。 

２ 主な制定内容 

 ⑴ 基本構想の策定等 

  ア 区は、持続可能なまちづくりの実現に向け、基本構想を策定するものとする。 

  イ 基本構想の期間については、基本構想において定めるものとする。 

  ウ 区は、基本構想の期間内であっても、必要があると認めるときは、基本構想の内容

を変更することができる。 

  エ 区は、基本構想を策定し、又は変更するときは、区民等の意見を積極的に反映する

よう努めるものとする。 

 ⑵ 墨田区基本構想審議会の設置 

  ア 基本構想の策定又は変更について調査審議するため、区長の附属機関として、墨田

区基本構想審議会を設置する。 

  イ 区長は、基本構想を策定し、又は変更するときは、あらかじめ審議会に諮問するも

のとする。 

 ⑶ 議会の議決 

   基本構想の策定又は変更は、議会の議決すべきものとする。 

 ⑷ 区政への反映 

   区は、基本構想の実現に向けた具体的な施策等を示す墨田区基本計画を策定し、計画

的な行政運営を行うものとする。 

３ 施行期日 

  公布の日 
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特別区道路線の認定について（参考） 

 

（図面） 

  所 在 墨田区文花一丁目地内 

特別区道認定区域 

   
案  内  図 

 

（参考） 

   

文花一丁目１９番 

延 長  ３０．６３メートル 

幅 員   ６．００メートル 

面 積 １８２．２０平方メートル 

文花一丁目３３番 

認定箇所 
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定期借地権の設定について（参考） 

 

所 在 墨田区立花四丁目１６１番１６（地番） 

地 目 宅地 

地 積 ８，９４７．３７平方メートル 

賃 貸 借 料 

年間賃貸借料 １，１０５万５，０３２円 

（前払賃貸借料  １６億７，０００万円） 

※ 年間賃貸借料については、国税庁が公表する財産評価基準書の路線価

の変動率をもとに、３年に１度改定する場合がある。 

 

案  内  図 

 

 


